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タ
ー
「
ひ
ま
わ
り
」、
も
の
つ
く
り
大
学
、
(独)

水
資
源
機
構
利
根
導
水
総
合
事
務
所
、
総
合

福
祉
会
館「
や
す
ら
ぎ
の
里
」

▼
対
象　

市
内
在
住
の
方

▼
定
員　

20
人（
先
着
順
）

▼�

申
し
込
み　

10
月
13
日
㈬
～
29
日
㈮
に
電
話

で
広
報
広
聴
課

▼�

そ
の
他　

昼
食
は
も
の
つ
く
り
大
学
学
食
を

利
用
。
費
用
は
各
自
負
担
。

▼�

問
い
合
わ
せ　

同
課
広
報
広
聴
担
当
（
内
線

３
１
８
）

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
の
う

ち
、今
年
度
65
歳
か
ら
74
歳
に
な
る
方
へ
、特
定

健
診
の
受
診
券
を
７
月
に
送
付
し
ま
し
た
。
受

診
期
間
は
12
月
10
日
㈮
ま
で
で
す
。
医
療
機

関
へ
予
約
の
う
え
、行
田
市
国
民
健
康
保
険
証

と
受
診
券
を
忘
れ
ず
持
参
し
、受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

　

特
定
健
診
を
受
診
さ
れ
た
方
の
中
か
ら
抽

選
で
10
人
の
方
に
、
行
田
商
店
共
通
商
品
券

（
１
万
円
分
）を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

▼�

対
象　

期
間
中
に
受
診
を
済
ま
さ
れ
た
方

▼
抽
選　

平
成
23
年
３
月
末（
予
定
）

▼�

そ
の
他　

受
診
し
た
時
点
で
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、応
募
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼�

問
い
合
わ
せ　

保
険
年
金
課
国
保
担
当
（
内

線
２
７
１
・
２
７
２
・
２
７
３
）

13

　

市
で
は
現
在
、
健
康
増
進
計
画
・
食
育
推
進

計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の

健
康
増
進
を
目
的
と
し
て
、
健
康
の
秘ひ

訣け
つ

と
い

わ
れ
る“
笑
い
”に
注
目
し
た
講
演
会
を
開
催
し

ま
す
。

▼
日
時　

11
月
20
日
㈯
午
後
２
時
開
演

▼
場
所　
「
み
ら
い
」文
化
ホ
ー
ル

▼�

内
容　

⑴
健
康
増
進
計
画
・
食
育
推
進
計
画

（
案
）の
概
要
説
明　

⑵
講
演「
笑
い
と
健
康
」

～
笑
い
は
健
康
の
良
薬
～

▼�

講
師　

三
遊
亭
楽
春
さ
ん
（
落
語
家
・
心
理

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

▼
定
員　

５
０
０
人（
先
着
順
）

▼�

入
場
無
料　

※
要
入

場
券

▼�

入
場
券　

10
月
１
日

㈮
か
ら
保
健
セ
ン

タ
ー
お
よ
び
中
央
公

民
館
で
配
付

▼�

問
い
合
わ
せ　

保
健

セ
ン
タ
ー
☎
５
５
３

―

０
０
５
３

▼�

日
時　

11
月
４
日
㈭
午
前
９
時
～
午
後
３
時

30
分

▼�

見
学
場
所　

古
代
蓮
会
館
（
田
ん
ぼ
ア
ー

ト
）、
小
針
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
、
給
食
セ
ン

ご
存
じ
で
す
か  

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

　

国
民
年
金
に
は
、経
済
的
な
理
由
な
ど
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部

が
免
除
さ
れ
る
「
申
請
免
除
制
度
」
や
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方
な
ど
が
該
当

す
る
「
法
定
免
除
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、20
歳
代
の
方
を
対
象
と
し
て
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
若
年
者
納
付
猶
予
制

度
」
や
学
生
の
方
を
対
象
と
し
た
「
学
生
納

付
特
例
制
度
」も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予
な

ど
を
受
け
た
期
間
に
つ
い
て
は
、年
金
を
受

け
取
る
た
め
に
必
要
な
受
給
資
格
期
間
に

算
入
さ
れ
ま
す
が
、受
け
取
る
年
金
額
は
保

険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
よ
り
少
な
く

な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、こ
れ
ら
の
期
間
は

10
年
以
内（
例
：
平
成
22
年
10
月
分
は
平
成

32
年
10
月
末
ま
で
）で
あ
れ
ば
、
後
か
ら
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
将
来
、

受
け
取
る
年
金
額
を
増
額
す
る

た
め
に
も
、
追
納
す
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
料
の
免
除
や
納

付
猶
予
な
ど
の
承
認
を
受
け
た

年
度
か
ら
起
算
し
て
、
3
年
度

目
以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る

場
合
は
、
当
時
の
保
険
料
額
に

経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が

上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。（
今
年
度

は
平
成
20
・
21
年
度
分
の
保
険

料
に
加
算
は
さ
れ
ま
せ
ん
。）

▼�

問
い
合
わ
せ　

保
険
年
金

課
国
民
年
金
担
当
（
内

２
７
０
・
２
７
５
）
ま
た
は
、

熊
谷
年
金
事
務
所
☎
５
２
２

―

５
１
５
８

【平成22年度中に追納する場合の額】

年　度

全額免除
納付猶予

学生納付特例
（月額）

3/4免除
（月額）

半額免除
（月額）

1/4免除
（月額）

平成12年度 １５，７７０円 — — —

平成13年度 １５，１８０円 — — —

平成14年度 １４，５９０円 — ７，３００円 —

平成15年度 １４，３６０円 — ７，１８０円 —

平成16年度 １４，１８０円 — ７，０９０円 —

平成17年度 １４，２２０円 — ７，１１０円 —

平成18年度 １４，２６０円 １０，６９０円 ７，１３０円 ３，５６０円

平成19年度 １４，３００円 １０，７２０円 ７，１５０円 ３，５７０円

平成20年度 １４，４１０円 １０，８１０円 ７，２００円 ３，６００円

平成21年度 １４，６６０円 １０，９９０円 ７，３３０円 ３，６６０円

＊ — 欄は、多段階免除制度の実施なし

特
定
健
診
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い

「
笑
い
と
健
康
」
講
演
会

市
内
施
設
め
ぐ
り


